
　今月号は、人事異動や組織改編の多い時期に合わせ、人事異動等に伴い必要となるLGWANに関する各種

手続をご案内します。

1 はじめに

　LGWAN運営主体、LGWAN運営協議会からの連

絡、通知等を円滑に行うためには、各種責任者、担

当者等の情報を最新の状態にしておく必要がありま

す。

　また、参加約款第23条の３の規定に基づき、参加

団体が登録及び維持更新することが義務化されてい

る情報をオンラインで処理できるよう図－１に示す

システムが提供されているところですので、情報の

維持更新にご協力いただきますようお願いいたしま

す。

　平成19年４月から、「LGWAN参加団体等情報共

有管理サービス」の運用が開始されました。また、

平成20年２月からは、「証明書発行等申請管理シス

テム（CIRS）」の改修を行い、LGPKI登録分局要員

変更申請がオンライン※化されました。

　さらに、参加団体の基本情報や組織機構に関する情

報の共有、LGWANで提供さ

れる各種アプリケーションへの

アクセスに必要な利用者認証

の一元管理を目的とした「地

方公共団体組織ディレクトリ

サービス」が、平成19年４月か

ら導入されています。このサー

ビスを構成する「組織管理シ

ステム」では参加団体の組織

機構を、「アカウント等管理シ

ステム」では利用者情報を、

そして、「地方公共団体基本情

報管理システム」では参加団

体の基本情報（団体名、所在地、

電話番号、首長名、議会議長名、

人口等）を、それぞれご登録 

いただく必要があります。
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特 集 LGWANに関する各種申請手続について

※ 　オンラインでの申請には、登録分局責任者用またはLGWAN責任者用のログイン用カード／データ（平成20年２月４日以降

に発行されたもの）が必要な申請や、申請者 ID及びパスワードが必要な申請がありますので、ご注意ください。

図－１ 　LGWANが参加団体に提供する基本的な
　　 アプリケーション・サービスの体系
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2 参加団体

（１）総合行政ネットワーク変更届出

　LGWAN参加団体が行う手続です。

　LGWAN運営主体がLGWANサービス提供設備

の障害を発見した場合には、この届出に入力された

情報に基づき、参加団体への連絡、要員の派遣等を

行います。

　業務時間外（夜間及び休日）の障害連絡が不要な

場合には、LGWAN運用担当者（正・副）の「緊急

連絡先」欄は空欄で結構です。その場合には、夜間

及び休日にLGWANサービス提供設備の障害を発

見してもLGWAN運営主体からの連絡は行いませ

んので、あらかじめご了承ください。

　また、メールアドレスには必ずLG.JPドメイン名

を使用したものを入力してください。

　なお、当該届出の内容は、「LGWAN参加団体等

情報共有管理サービス」を通じて、広域行政ネット

ワーク運営主体である都道府県に通知されます。

（２）LG.JPドメイン名登録・変更・廃止申請

　LGWAN参加団体が行う手続です。

　現在の登録情報は、一部の項目を除いてJPRS（日

本レジストリサービス）のWHOISサービス（http://

whois.jprs.jp/）でご確認いただけます。

　なお、LG.JPドメイン名ネームサーバ情報が未登

録の場合には、ネームサーバ情報の登録及び参加団

体における設定を行っていただきますようお願いい

たします。

　また、LGWAN参加団体でLG.JPドメイン名未登

録の場合は登録申請を、市町村合併で消滅した団体

でLG.JPドメイン名未廃止の場合は廃止申請を行っ

ていただきますよう、あわせてお願いいたします。

（３）LGPKI 登録分局要員変更申請

　LGWAN参加団体の登録分局が行う手続です。
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主な変更箇所

LGWAN責任者、LGWAN運用担当者（正・副）　等

手続方法

オンライン

LGWAN参加団体等情報共有管理サービス

「総合行政ネットワーク変更届出」

https://www.lgwan.jp/

対応ドキュメント

・ 「F-1-1-1　総合行政ネットワーク参加約款」第

13条、第14条

　 http://center . lgwan.jp/l ibrary/index.

html#F-1-1-1

・ 「K-5-2-2　LGWAN基本アプリケーション ･

サービス操作マニュアル（LGWAN参加団体

LGWAN責任者向け）」

　 http://center . lgwan.jp/l ibrary/index.

html#K-5-2-2

主な変更箇所

登録担当者、技術連絡担当者　等

手続方法

オンライン

LGWAN 参加団体等情報共有管理サービス

「LG.JP ドメイン名登録･変更･廃止申請」

https://www.lgwan.jp/

対応ドキュメント

・ 「J-1　地方公共団体行政事務専用ドメイン名

（LG.JP ドメイン名）の概説」5.3

　 http://center . lgwan.jp/l ibrary/index.

html#J-3

・ 「K-5-1-2　LGWAN 基本アプリケーション・

サービス操作マニュアル（一般利用者向け） 

LGWAN 参加団体等情報共有管理サービス」

　 http://center . lgwan.jp/l ibrary/index.

html#K-5-1-2



　証明書またはログイン用カード／データの発行申

請等の際には、当該申請書により登録分局からあら

かじめ申請された情報を基に、申請者及び申請内容

の真正性の確認のための連絡及び郵送の宛名等に利

用されます。

　LGPKI登録分局要員変更申請は、従来は書面で

行っていましたが、平成20年２月４日からはオンラ

インによる申請が可能となりました。申請内容は登

録分局責任者が承認することにより確定されますの

で、ご注意ください。

　なお、ログイン用カード／データが未発行でオン

ラインで申請できない場合や、登録分局責任者印に

変更がある場合には、これまでとおり書面による申

請となります。

（４）組織管理システム

　LGWAN参加団体のLGWAN責任者が行う手続

です。

　参加団体の組織機構をご登録いただきます。

LGPKIの職責証明書及び利用者証明書に組織を設

定する場合には、あらかじめ当該システムにより組

織名を登録しておく必要があります。

　また、ここで登録された情報は、地方公共団体ア

ドレス帳サービスで検索及び閲覧できます。証明書

発行の目的のみならず、組織機構を構成する部署の

電話番号やメールアドレスを登録することにより、

他団体の組織との連携が迅速かつ円滑に実現できる

ようになります。
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主な変更箇所

組織名、連絡先電話番号、メールアドレス　等

手続方法

オンライン

LGWAN 参加団体等情報共有管理サービス

「組織管理システム」

https://www.lgwan.jp/

対応ドキュメント

・ 「F-1-1-1　総合行政ネットワーク参加約款」第

23条の３ 

　 http://center.lgwan.jp/library/index.　

html#F-1-1-1

・ 「K-5-2-2　LGWAN 基本アプリケーション ･

サービス操作マニュアル（LGWAN 参加団体

LGWAN 責任者向け）」

　 http://center . lgwan.jp/l ibrary/index.

html#K-5-2-2

主な変更箇所

登録分局責任者、受付担当者、郵便物の返信先情

報　等

手続方法

オンライン

証明書発行等申請管理システム（CIRS）

https://www.cirs.lgwan.jp/

※ 登録分局責任者印の変更は、書面による申請を

行ってください。

書面

「LGPKI 登録分局要員変更申請書」

http : //center . lgwan . jp/ l ibrary/ index .

html#F-2-1-4

（「LGPKI 登録分局運営の手引き　様式」内の「付

録 B_1-1様式」）

対応ドキュメント

・「F-2-1-4　LGPKI 登録分局運営の手引」3.1.2

　 http://center . lgwan.jp/l ibrary/index.

html#F-2-1-4

・ 「K-3-1　証明書発行等申請管理システム操作手

順書（地方公共団体組織認証基盤登録分局情報

変更申請機能編）」

　 http://center . lgwan.jp/l ibrary/index.

html#K-3-1

※提出先： 地方自治情報センター　LGWAN 全国センター

LGWAN-PKI 受付担当



（５）アカウント等管理システム

　LGWAN参加団体が行う手続です。

　LGWANで提供される各種アプリケーションへの

アクセスに必要な利用者認証情報を一元管理するた

めのシステムです。本システムで登録した利用者情

報は、LGWAN電子文書交換システムを始めとする

LGWAN基本サービス並びにLGWAN-ASPサービ

スを利用する際に、共通的な手順による認証で複数

のアプリケーションを利用することが可能になりま

す。なお、LGPKIの利用者証明書発行の際に設定

する名義は、あらかじめ当該システムで利用者認証

情報を登録しておく必要があります。

（６）地方公共団体基本情報管理システム

　LGWAN参加団体のLGWAN責任者が行う手続

です。

　当該システムで登録した参加団体の基本情報（団

体名、所在地、電話番号、首長名、議会議長名、人

口等）は、地方公共団体アドレス帳サービスで検索

及び閲覧できます。

　運用開始にあたりましては、運営主体が登録を行

いました。その後、変更がある団体におかれまして

は、更新の処理をお願いします。

3 広域行政ネットワーク運営主体及び都道府県WAN運営主体

（１） 広域行政ネットワーク運営主体における

LGWAN責任者に関する通知

　広域行政ネットワーク運営主体である都道府県が
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主な変更箇所

組織名、連絡先電話番号、メールアドレス　等

手続方法

オンライン

LGWAN 参加団体等情報共有管理サービス

「アカウント等管理システム」

https://www.lgwan.jp/

対応ドキュメント

・ 「K-5-2-2　LGWAN 基本アプリケーション ･

サービス操作マニュアル（LGWAN 参加団体

LGWAN 責任者向け）」

　 http://center . lgwan.jp/l ibrary/index.

html#K-5-2-2

・ 「K-5-1-2　LGWAN基本アプリケーション・サー

ビス操作マニュアル（一般利用者向け）地方公

共団体組織ディレクトリサービス編 共通認証

サービス（アカウント等管理システム）」

　 http://center . lgwan.jp/l ibrary/index.

html#K-5-1-2

主な変更箇所

首長情報、議会情報　等

手続方法

オンライン

LGWAN 参加団体等情報共有管理サービス

「地方公共団体基本情報管理システム」

https://www.lgwan.jp/

参考ドキュメント

・ 「F-1-1-1　総合行政ネットワーク参加約款」第

23条の 3 

　 http://center . lgwan.jp/l ibrary/index.

html#F-1-1-1

・「F-2-1-4　LGPKI 登録分局運営の手引」3.1.2

　 http://center . lgwan.jp/l ibrary/index.

html#F-2-1-4

・ 「K-5-2-2　LGWAN 基本アプリケーション・

サービス操作マニュアル（一般利用者向け）地

方公共団体組織ディレクトリサービス編 地方

公共団体情報共有データベースサービス（地方

公共団体基本情報管理システム）」

　 http://center . lgwan.jp/l ibrary/index.

html#K-5-2-2



行う手続です。

　入力されたLGWAN責任者及びLGWAN運用担

当者（正・副）のメールアドレスは、広域行政ネッ

トワーク運営主体連絡用メーリングリストに登録さ

れます。

　また、メールアドレスは、次のとおり入力してく

ださい。

・LGWAN用：LG.JPドメイン名のメールアドレス

・インターネット非常時代替用：LG.JPドメイン名

以外のメールアドレス

　なお、都道府県は広域行政ネットワーク運営主体

としてだけでなく、参加団体としての役割もありま

すので、２（１）「総合行政ネットワーク変更届出」

も、この通知とあわせて行う必要があります。

（２） 都道府県NOCが設置されている室等に関す

る連絡票

　広域行政ネットワーク運営主体である都道府県が

行う手続です。

　LGWAN運営主体の職員等が都道府県NOCの設

置されている室等へ立ち入る場合には、この連絡票

に基づき、事前に調整を行います。

（３） 都道府県NOCに接続するその他の回線に関

する情報

　広域行政ネットワーク運営主体である都道府県の

うち、総合行政ネットワーク参加約款第３条第１項

第３号に規定するその他回線により接続している参

加団体がある場合に行う手続です。

　回線障害等が発生した場合には、この情報に基づ

き、連絡を行います。
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主な変更箇所

広域行政ネットワーク運営主体の LGWAN 責任

者、LGWAN 運用担当者（正・副）、夜間及び休

日の緊急連絡先　等

手続方法

オンライン

LGWAN 参加団体等情報共有管理サービス

「広域行政ネットワーク運営主体における

LGWAN 責任者に関する通知」

https://www.lgwan.jp/

対応ドキュメント

・ 「C-1-1　総合行政ネットワーク基本要綱」第 26

条

　 http://center . lgwan.jp/l ibrary/index.

html#C-1-1

・ 「F-1-2-3　広域行政ネットワーク運営主体にお

ける総合行政ネットワーク運用要領」

　 http://center . lgwan.jp/l ibrary/index.

html#F-1-2-3

・ 「K-5-3-2　LGWAN 基本アプリケーション・サー

ビス操作マニュアル（広域行政ネットワーク運

営主体　LGWAN 責任者向け）

　LGWAN 参加団体等情報共有管理サービス編」

　 http://center.lgwan.jp/library/index.html# 

K-5-3-2

主な変更箇所

ハウジング管理者情報、都道府県 NOC が設置さ

れている室等への入館・入室手続　等

手続方法

書面

「別紙 1　都道府県 NOC が設置されている室等

に関する連絡票」

http ://center . lgwan . jp/ l ibrary/ index .

html#F-1-2-3

対応ドキュメント

・ 「F-1-2-3　広域行政ネットワーク運営主体にお

ける総合行政ネットワーク運用要領」

　 http://center. lgwan.jp/l ibrary/index.

html#F-1-2-3

※提出先： 地方自治情報センター　LGWAN 全国センター

運営管理グループ



（４）都道府県WAN変更申込書

　総合行政ネットワーク基本要綱第３条第１項のア

クセス回線として、都道府県が独自にネットワーク

回線網（都道府県WAN）を整備している場合に、

都道府県が、都道府県WAN運営主体として行う手

続です。

　都道府県WANに関する連絡は、この申込書に基

づき、行います。

4 LGWAN運営協議会運営委員

（１） LGWAN運営協議会運営委員名簿及びメーリ

ングリスト

　LGWAN運営協議会運営委員が行う手続です。

　平成20年３月下旬にLGWAN運営協議会事務局

から運営委員各位にメーリングリスト登録状況を

メール送信しますので、４月以降の状況をご確認の

上ご返信ください（変更がない場合でも、ご返送を

お願いいたします）。

　また、メールアドレスには、LG.JPドメイン名を

使用したものをご入力ください。

　なお、この時期以外で運営委員及びメーリングリ

スト登録内容に変更がある場合にも、事務局にご連

絡いただきますようお願いいたします。

対応ドキュメント

・ 「F-1-2-1　総合行政ネットワークにおける道府

県 WAN 接続約款」

　 http://center . lgwan.jp/l ibrary/index.

html#F-1-2-1

※提出先： 地方自治情報センター　LGWAN 全国センター

ネットワーク企画グループ
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主な変更箇所

回線名義人の緊急連絡先　等

手続方法

書面

「別紙２　都道府県 NOC に接続するその他の回線

に関する情報」

http : //center . lgwan . jp/ l ibrary/ index .

html#F-1-2-3

対応ドキュメント

・「F-1-2-3　広域行政ネットワーク運営主体にお

ける総合行政ネットワーク運用要領」

http : //center . lgwan . jp/ l ibrary/ index .

html#F-1-2-3

※提出先： 地方自治情報センター　LGWAN 全国センター

運営管理グループ

主な変更箇所

都道府県 WAN 責任者、運用責任者、都道府県

WAN 責任者及び運用責任者不在時の緊急連絡先

等

手続方法

書面

「都道府県 WAN 変更申込書」

http : //center . lgwan . jp/ l ibrary/ index .

html#F-1-2-1

主な変更箇所

運営委員の氏名・所属・メールアドレス　等

手続方法

電子メール

３月下旬に協議会事務局から現運営委員各位に送

付（メール送信）したエクセル表を修正の上、返

信してください。

参考ドキュメント

・ 「C-8-1　総合行政ネットワーク運営協議会会則」

第３条

　 http://center . lgwan.jp/l ibrary/index.

html#C-8-1



＜サービス提供者の分類＞

・アプリケーション及びコンテンツ　　登録　 166件　　・ホスティング　　　　　接続　　 95件

・通信　　　　　　　　　　　　　　　登録　 150件　　・ファシリティ　　　　　登録　　176件

※接続／登録済のLGWAN-ASPサービス提供者のリストは、下記URLに掲載しております。

　http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/lgw/service.htm

LGPKI認証局設置、及び登録分局整備状況（平成20年３月６日現在）

都道府県

市区町村

都道府県

市区町村

認証局
設置数（A）

登録分局
整備数（B）団体数（C）

設置、及び
整備率

（（A+B）/C）

認証局
設置数（A）

登録分局
整備数（B）団体数（C）

設置、及び
整備率

（（A+B）/C）

1 北海道 20 148 180 93.3 25 滋賀県 - 20 26 76.9

2 青森県 1 38 40 97.5 26 京都府 - 22 26 84.6

3 岩手県 - 35 35 100.0 27 大阪府 39 43 90.7

4 宮城県 1 25 36 72.2 28 兵庫県 - 41 41 100.0

5 秋田県 1 22 25 92.0 29 奈良県 - 39 39 100.0

6 山形県 - 35 35 100.0 30 和歌山県 2 27 30 96.7

7 福島県 6 49 60 91.7 31 鳥取県 2 14 19 84.2

8 茨城県 - 44 44 100.0 32 島根県 1 16 21 81.0

9 栃木県 - 31 31 100.0 33 岡山県 - 26 27 96.3

10 群馬県 - 38 38 100.0 34 広島県 - 19 23 82.6

11 埼玉県 - 70 70 100.0 35 山口県 1 21 22 100.0

12 千葉県 - 56 56 100.0 36 徳島県 - 24 24 100.0

13 東京都 - 60 62 96.8 37 香川県 1 16 17 100.0

14 神奈川県 - 33 33 100.0 38 愛媛県 - 18 20 90.0

15 新潟県 2 23 35 71.4 39 高知県 - 34 34 100.0

16 富山県 - 15 15 100.0 40 福岡県 3 63 66 100.0

17 石川県 - 19 19 100.0 41 佐賀県 - 20 20 100.0

18 福井県 1 14 17 88.2 42 長崎県 - 23 23 100.0

19 山梨県 1 25 28 92.9 43 熊本県 2 34 48 75.0

20 長野県 6 64 81 86.4 44 大分県 - 18 18 100.0

21 岐阜県 1 37 42 90.5 45 宮崎県 3 24 30 90.0

22 静岡県 2 37 42 92.9 46 鹿児島県 1 41 46 91.3

23 愛知県 - 61 61 100.0 47 沖縄県 - 41 41 100.0

24 三重県 - 20 29 69.0 合計 58 1639 1818 93.3

LGWAN-ASPサービス接続／登録状況（平成20年３月６日現在）
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